
出雲大好きＩターン女子ブログは 

こちらから！ 
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※出雲市情報発信ホームページ【いずもな暮らし】にて掲載中の漫画『出雲ぐらし』より 
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１.申請資格 以下の①～⑨の全てに該当する方および⑩～⑫に該当する市内事業所 

① 県外から転入し、市内事業所（市内に本店、支店等を有する法人（個人事業者を含む））に

令和７年２月２８日までに新たに雇用（当該市内事業所の市内の本店や営業所等に勤務）さ

れ雇用保険に加入し、市内に初めて住む独身女性(国家公務員または地方公務員、それらに

準ずる勤務条件の場合を除く）。 

② 就職日の属する月の前後１か月以内に本市に転入（住み始めた日が就職した日の属する月の

前後１か月以内であること）し、就職した日の属する月の翌月末日までに申請する方 

③ 助成対象期間中、出雲の生活・市のイベント等に参加することで感じた「出雲暮らしの魅力」

を、市が運営する定住支援サイト内のブログで情報発信（週１回以上で月４回以上の情報発

信）し、市の事業に協力していただける方【毎月情報発信報告書を提出してください】 

④ 原則、移住、就職、民間賃貸住宅入居に関して、国、県または市の制度による他の補助また

は補償等を受けていない方 

⑤ 市内の民間賃貸住宅に入居している方は、家賃を滞納していない方 

⑥ 出雲市税を滞納していない方 

⑦ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方 

⑧ 生活保護を受けていない方 

⑨ 過去にこの助成金の交付決定を取り消された方でないこと 

 

●市内事業所申請資格【⑩～⑫に該当する事業所】 

⑩ 上記の条件全てに該当する方を雇用し、かつ雇用保険の加入手続を行う市内事業所（市内に

本店、支店等を有する法人（個人事業者を含む）で、国および地方公共団体や、それらに準

ずる勤務条件の事業所を除く）で出雲市税を滞納していない事業所 

⑪ 助成対象期間中、③に記載があるとおり対象者が「出雲暮らしの魅力」を継続的に発信する

ことに協力し、対象者が市のイベントや事業に参加する際にも協力できる事業所 

⑫ 出雲市税を滞納していない事業所 

県外から出雲市へＩターンする女性を支援し定住促進を図るため、出雲市に移

住（居住）し、市内事業所に雇用されている独身女性（以下「対象者」といい

ます。）に対し、引越助成金、家賃助成金および対象者を雇用している市内事

業所に就業助成金を交付します。 
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２.募集予定人数 

 

２０人  ※予定人数に達したときは、申請受付を終了する場合があります。 

 

 

３.助成金および内容 

助成金の種類 助成額 内容 

引越助成金 上限３万円 

対象者が出雲市内事業所に就職するために引越をしたときの、

引越業者等に支払った費用が対象です。（助成は1回限り） 

家賃助成金 
上限 

２万円/月 

対象者が契約し、居住する出雲市内の民間賃貸住宅の家賃で、

家賃から住宅手当を除く額（2万円以上のものに限る）の2分

の1で2万円を上限に助成します。 

就業助成金 ３万円/月 

対象者を雇用している出雲市内事業所に、1人につき１月当た

り３万円を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

① 引越助成金は、引越業者およびレンタカー業者並びに宅配便事業者に支払った引越費

用を対象とします。一部対象にならない経費があります。 

② 家賃助成金の対象となる家賃は民間賃貸住宅の月額で、共益費や駐車場使用料等を除

いた額とします。 

 社宅、寮等の事業所から貸与を受けた住宅や、市営住宅等の公営住宅に入居す

る場合、家賃助成金は交付しません。 

 月の途中において受給対象でなくなった場合は、当該月の家賃助成金は、交付

しません。 

③ 就業助成金は、対象者が退職された場合、退職月から交付しません。 

④ 引越助成金・家賃助成金ともに、対象者が契約および支払したものに限ります。 
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４.対象交付期間 １２か月 

⇒「出雲暮らしの魅力」を効果的、継続的に情報発信された方は、更に 

１２か月延長できます。 

 

５.助成金の交付 請求により３か月毎に交付します。 

 

６.申 請 方 法 ● 所定の申請用紙に必要事項を記入し、戸籍の附票、戸籍抄本、出雲市の

住民票等を添付し市役所縁結び定住課に提出してください。 

● 申請用紙は、市縁結び定住課、市のホームページから取得できます。 

● 申請・必要書類等の詳細については、次ページをご覧ください。 

 

７..助成金の返還 出雲大好きＩターン女性支援助成金の交付決定を受けた方が、本助成金の申

請日から５年未満で、市外に転出された場合は、助成金の交付決定を取り消

し、経過年数に応じた助成金を返還していただきます。 

 

８.そ の 他  期間中、書類（申請書・実績報告書等）の提出に関することや、情報発信に

関することについて、市から本人若しくは勤務先に、連絡をすることがあり

ます。 
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対象者が、市内事業所に就職し、引越・住民登録手続きを行った後に、各助成金の交付申請書等

に添付書類を添えて提出してください。 

※交付申請は、就職した日の属する月の翌月末日までに手続きを行ってください。 

 

①交付申請 次ページに詳細を掲載しています。 

↓ 

②交付決定 出雲大好きＩターン女性支援助成金交付決定通知書により市から通知します。 

↓ 

③交付請求 家賃助成金、就業助成金は、３か月ごとにお支払いいたします。 

↓ 

④実績報告 事業完了後および年度末 

※ 交付請求、実績報告の手続きにつきましては、市から別途ご案内いたします。 

 引越助成金は、実績報告は必要ありません。 

 

 

申請日程（例） 

 就職日 
出雲市住民基本台帳登録日 

（出雲市に住み始めた日） 
申請期限 

例１ 令和 6年 3月 10日 令和 6年 2月 1日～令和 6年 4月 30日 令和 6年 4月 30日 

例２ 令和 6年 4月 1日 令和 6年 3月 1日～令和 6年 5月 31日 令和 6年 5月 31日 

例３ 令和 6年 4月 30日 令和 6年 3月 1日～令和 6年 5月 31日 令和 6年 5月 31日 

例４ 令和 7年 2月 28日 令和 7年 1月 1日～令和 7年 3月 31日 令和 7年 3月 31日 

※令和 7年 3月 1日以降に就職された場合は、対象外となります。 

 
出雲大好きＩターン女性支援助成金 交付申請等の手続

き 
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助成金交付申請提出書類 

1. 引越助成金 ≪申請者：対象者≫ 

(1) 出雲大好きＩターン女性支援引越助成金交付申請書 

(2) 引越費用の領収書写しおよび支払額の内訳が確認できる書類（明細等） 

(3) 戸籍の附票等市内に住民登録を有したことがないことが確認できる書類 

(4) 戸籍抄本等独身が確認できる書類 

(5) 住民票等住所を移したことが確認できる書類 

(6) 就労証明書等（市で定める様式および雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等） 

(7) 滞納のない証明等出雲市税を滞納していないことが確認できる書類 

(8) その他市長が特に必要と認める書類 

※引越費用の対象となる経費 

対象費用 条件 

引越業者に支払った費用 梱包、運送、開梱等に係る費用が対象。 

※エアコン取付費・工事費やごみ等処分費は対象外 

レンタカー業者に支払った費用 引越荷物の輸送に適した車（トラック、ワンボックス等）の借上げ

に係る経費が対象。 

※高速代やガソリン代は対象外 

宅配業者に支払った費用 引越荷物の宅配に係る費用 

 

2. 家賃助成金 ≪申請者：対象者≫ 

(1) 出雲大好きＩターン女性支援家賃助成金交付申請書 

(2) 建物賃貸借契約書の写し(民間賃貸住宅の入居および家賃、共益費等の内訳を確認) 

(3) 引越助成金の（3）から（7）の証明書類 

  ※引越助成金と家賃助成金を両方申請される場合、証明書類は各 1部でよいです。 

(4) その他市長が特に必要と認める書類 

 

3. 就業助成金 ≪申請者：市内事業所≫ 

(1) 出雲大好き I ターン女性支援就業助成金交付申請書 

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等 

（対象者の雇用と、雇用保険加入が確認できる書類） 

(3) 滞納のない証明等出雲市税（事業所分）を滞納していないことが確認できる書類 

(4) その他市長が特に必要と認める書類等 

※ いずれの助成金も申請事項に変更が生じた場合は、変更申請を行う必要があります。詳し

くはお尋ねください。 
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【証明書類について】 

 

証明書類は、提出日（すべての書類が提出された日）から 3か月以内に発行された

ものをご準備ください。 

 

○市内に住民登録を有したことがない（出生時から）ことを確認できるもの 

戸籍の附票（※本籍地のある市区町村の住民担当課で交付）  《有料》 

➔ 住民票上の住所の履歴が記載されているものです。出生から出雲市に転入されるまでのものが

必要です。なお、戸籍の改製等があると、住所履歴の記載が途切れる場合もありますので、そ

の際は、２通以上必要となります。 

➔ 電算化等により記載がない部分がある場合①②のいずれかも併せて提出してください。 

①改正原附票 

②改正原附票の交付ができないことの告知書等（廃棄済証明書等） 

 

○戸籍抄本等独身が確認できるもの 

戸籍抄本（※本籍地のある市区町村の住民担当課で交付）  《有料》 

 

○住民票の写し等住所を移したことが確認できる書類 

世帯全員・続柄の記載があるもの（※出雲市役所住民担当課で交付） 《有料》 

【窓 口】本 庁：市民課  各行政センター：市民サービス課 

 

○雇用保険に加入していることおよび住居手当（家賃補助に類するもの）の額が確認できるもの 

就労証明書（※勤務先で交付）および雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

 

○ 市税を滞納していないことが確認できるもの 

滞納のない証明   《有料》 

【窓 口】本 庁：市民税課  各行政センター：市民サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

◇◎◇◎◇ 問合せ先 ◇◎◇◎◇ 

出雲市役所 縁結び定住課 定住促進係  
℡:0853-21-6629 Fax:0853-21-6599  
Email:teijyu@city.izumo.shimane.jp 


